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-------------  議 事 次 第  ------------- 

 
１． 開 会 
２． 議 事 

1)達古武地域自然再生実施計画（案） 
３． その他 

            釧路湿原流域の森林現況図について 
４． 閉 会 
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1 上野 義勝 北海道釧路森づくりセンター 森林整備課長

2 宇野 裕之 北海道環境科学研究センター　自然環境部　道東地区野生生物室

3 江崎 秀雄 森の学習塾 代表

4 金子 正美 酪農学園大学 環境システム学部 地域環境学科 助教授

5 神田 房行 北海道教育大学  副学長（釧路校担当）　教授

6 齋藤 新一郎 環境林づくり研究所

7 白金　巌

8 高嶋 八千代 北海道教育大学釧路校 非常勤講師

9 高橋　紀久男

10 高橋 忠一 北海道教育大学釧路校 助教授

11 谷口　直文

12 永瀬　知志

13 中村 太士 北海道大学大学院 農学研究科 教授

14 吉村　暢彦
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No 代表者名

1 王子製紙株式会社 代表取締役社長　鈴木正一郎

2 株式会社 北都 代表取締役 山崎 正明

3 カムイ・エンジニアリング株式会社 代表取締役 大越 武彦 

4 釧路自然保護協会 会長 高山末吉

5 釧路生物談話会 代表　須摩　靖彦

6 釧路造園建設業協会 会長 長田 武興  

7 釧路市民活動センターわっと センター長　普久原　涼太

8 釧路武佐の森の会 会長 大西 英一

9 国際ソロプチミスト釧路 理事　浪岡　敬子

10 財団法人 日本生態系協会 会長 池谷 奉文 

11 さっぽろ自然調査館 代表 渡辺 修 

12 タンチョウ保護調査連合 代表 正富 宏之

13 鶴居村タンチョウ愛護会 会長 松井 孝志

14 特定非営利活動法人 トラストサルン釧路 理事長 鈴木 順雄

15 日本製紙株式会社 代表取締役社長 三好 孝彦

16 ボランティアネットワークチャレンジ隊 代表 佐竹 直子

(敬称略)
No 代表者名

1 釧路町森林組合 組合長理事 西村 春吉

2 標茶町森林組合 組合長理事 斎藤 康政

3 鶴居村森林組合 組合長理事 松井 廣道

4 弟子屈町森林組合 組合長理事 渡辺 順次

(敬称略)
No 代表者名

1 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 部長 神保 正義

2 環境省 東北海道地区 自然保護事務所 所長 星野 一昭

3 林野庁　北海道森林管理局  局長　亀井　俊水

4 北海道 釧路支庁 支庁長 高橋 英明

5 釧路町 町長 菅原 澄

6 標茶町 町長 今西 猛

7 鶴居村 村長 日野浦　正志

8 弟子屈町 町長 徳永 哲雄

■関係行政機関(8機関)

団体/機関名

団体/機関名

団体/機関名

■オブザーバー(4団体)

釧路湿原自然再生協議会
森林再生小委員会　委員名簿
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資料1.実施計画（案）の構成とこれまでの検討結果について

1-1.計画の構成のポイント

将来的には各課題に対する計画が揃う

達古武集水域の現状と課題（第2章）

湿原の保
全・再生

河川の保
全・再生

森林の保
全・再生

土砂流入
の防止

水循環
の再生

持続的な利
用と環境教育

小型版
具体化版

<全体構想＞

釧路湿原流
域の現状と
課題

●人工林の自然
　林転換の技術
　的知見の提供
●地域産種苗の
　活用
●森林－湿原の
　環境教育的利
　用
●林業・観光業
へ

地域へ

湿原再生
の計画

旧川復元
の計画

水質改善
の計画

土砂対策
の計画

自然林再生地区（カラマツ林）における
事業実施計画（第3章）

自然林再生
の計画

環境学習の
計画

土砂対策の
計画

森林再生
の計画

環境学習
の計画

今後の計画の
参考になるよ
うにする

●1.集水域全体の課題整理・分析と、先行する取り組みの実施計画内容の
2段構成とする。土地所有や実現性にとらわれず集水域を見渡した計画立
案と、実践的な事業検討の両立をはかる。

●2.集水域の課題整理については、全体構想の構造をベースとし、具体的
なエリア・課題を対象とした応用形として示す。

●3.先行する取り組みとしては、対象地区における自然林再生と土砂流出
対策、それらを題材とした環境学習プログラム・フィールドの創出につい
て記載する。



1-2..実施計画（案）の構成

内容（細目）
全体構想と
の関係

第１章　実施者の名称及び実施者の属する協議会 第6章

1-1　実施者の名称
1-２　実施者の属する協議会

第2章　対象区域の現況と自然再生に関する課題 原則1

2-1　達古武地域の位置 第1・3章

2-2　達古武地域の自然環
境の概要

　（位置を変更） 第1章

(1)人口と産業
(2)歴史の概要
(3)土地所有状況
(1)森林の現況と課題 第1・5章
(2)湿原・湖沼への土砂流入の現況と課題
(3)湿原・湖沼の現況と課題
(4)達古武沼の水環境の現況と課題
(5)河川環境の現況と課題
(6)自然の利用と環境教育の現況と課題

2-4  自然再生の基本方針 　（削除、2-4の先頭や3章で記述） 第2章

　（削除）

第３章　自然林再生地区における事業実施計画

3-1実施地区における再生の目的と背景

(1)対象地区の位置と概要
(2)対象地区の歴史と産業との関わり 原則7
(3)森林環境の現状
(4)自律的な自然林再生の可能性と課題
(5)既存作業道からの土砂流出
(6)環境学習の現状と課題
(1)基本的な考え方 原則2・3
(2)再生の目標と評価 原則4
(3)事業計画図 原則2
(4)試験施工の実施と評価 原則5
(5)試験施工後の事業内容 原則4・5
(6)諸施設の整備
(1)基本的な考え方 原則2・3
(2)再生の目標 原則4
(3)事業計画図 原則2
(4)適用する再生手法と諸施設の整備 原則5
(5)モニタリングと評価の方法
(1)基本的な考え方 原則10
(2)環境学習プログラムの検討
(3)諸施設の整備

3-6 各計画の実施スケジュール

第４章　実施に当たって配慮すべき事項

4-1  情報の公開と市民参加 原則8・9

(1)達古武地域内での連携 原則1・8
(2)流域全体との関係

4-3　計画の見直し 原則5

記述のポイント実施計画の項目

第1章

第4・5章

2-3  達古武地域の社会環
境の概要

2-5  達古武地域での各課
題に対する目標と取り組み

2-4  達古武地域の自然環
境の課題と再生の方向性

4-2  他の取り組みとの関
係

3-2  実施地区の現状と課
題

3-5 環境学習の事業計画

3-4 土砂流出防止の事業計
画

3-3  自然林再生の事業計
画

　達古武集水域の
　　　現状と課題
・釧路湿原流域の縮図
でもある達古武集水域
4,200haを対象に現状
と課題を整理する。
・全体構想と対応させ
て記述するが、データ
が詳しく得られている
分、具体的な記述も含
まれる。
・対策・施策について
は担い手が明確では
ないものもあるので、
個別には言及しない。

計画者の明記（法律
の条件）

　自然林再生地区
　　　の事業計画
・先行して実施する沼
北部の地区約148haに
おける計画を記述す
る。
・カラマツ人工林を自
然林転換することと、
環境学習の場として活
用することを柱に手法
を記述する。
・実験による検証が必
要な部分は、実験計画
と検証方法を記載し
て、結果が得られた後
に想定されるスケ
ジュールとして記述す
る。

その他記載しておき
たい事項

今回の実施計画では前頁のような特徴を踏まえて、以下のような構成とする。第２章ではこれまでの調
査結果をもとにして集水域としての現況や課題、基本的な考え方などを記述し、第３章でカラマツ林地区
での事業計画について記述する。



1-3.小委員会・協議会における意見を踏まえた修正点（素案→案）

項目
対応
番号 修正点

全体構成について

①
第2章2-4、2-5を削除し、2-3と合わせて構成を変え、現状と課題について詳しくふれるよう
にする。原則については、3-3などで自然林再生を踏まえた記述とする。

②
第3章に3-4として「土砂流出防止の事業計画」を加える。自然林再生・環境学習と同列に位
置づけて記述する。

第2章2-3の課題整理と目標について

③
森林再生と土砂防止について、ＧＩＳ分析による再生抽出図を掲載し、再生優先度に基づく
エリア区分と、目標像について示す。

第2章　記述の修正点
図2-2-1を職業と所在地に分けて整理した表にする
自然環境の概要を独立した項として再構成する。
河道の変遷に河川改修の年代を入れる
河道の直線化距離を約2.1kmに修正する。
原則の文と図を見やすく配置する。地域性を意識した表現とする。

第3章　カラマツ林の評価と目標について
④ 環境林としての評価の側面を強調して書き改める。

⑤
全て自然林に転換することを明示し、森林の今後の推移と目標について、より詳しく図を交
えて説明する。

第3章　試験施工について
⑥ 結果の適用例を増やし、どのような結果の場合にどれを採用するのかを分かりやすく図示
⑦ 試験Ⅱの内容を記述する。図や写真を追加して各試験内容を分かりやすく記述する。

第3章　モニタリングと評価について
⑧ 指標種による評価方法についてH16報告書を元に詳しく書く。

第3章　記述の修正点
3-2(1)の面積の数値を修正し、図の範囲も統合したものにする
3-2(6)の環境学習の現況をNPOの流域での活動も踏まえた記述とする。
3-3リファレンスサイトの位置図を入れる。リファレンスとそれに至る二次林・カラマツ林の系
列と、その種組成や樹木サイズを図などで入れる。
3-3の諸施設整備で、今年度作成された育苗計画と圃場計画を入れる。
3-3の項目の順番と構成を流れが分かりやすいように改める。
3-5環境学習の施設整備の展開は既存施設活用を基本とした検討レベルとする。
3-6として自然林再生・土砂防止・環境学習のスケジュールをまとめて記述する。環境学習
については、H16H17のプログラム試行や苗畑造成も含めて記述する。



1-4.実施計画（素案）に対するこれまでの検討結果について

（対応番号①～⑧は素案からの修正点の表と対応している）

■第4回森林再生小委員会（07/07）で出された質問・意見と、それへの対応

項目 意見・質問 回答・対応
対応
番号

第２章は「達古武地域全体の課題を抽出していく」という非常に重要な部
分であると思うので説明をするに当たっては強調していく必要がある。

現在説明資料として冒頭に付けてい
る図表などを活かして、構成を分かり
やすくする。

①

第２章のつくりは、環境省は手を広げすぎで、実施する事業の計画のとこ
ろを強調すべきではないか。

達古武地域が抱える問題を洗いざらい出した上で、森林再生に関する実
施計画は本小委員会で進めていくというプロコトル（基本ルール）でいい
のではないか。省庁間を踏み越えたような形の議論が出てくる可能性も
大きく、省庁間で協力していく上でもよいと思う。

森林保全再生の目標が弱いのではないか。目標の設定の中に「長期的
な目標を設定する」とあるが、「長期的」という中で、カラマツ林をどうして
いくかとういう方針を書くべきではないか。

森林の保全及び再生を計画する上では、9割を占める私有地についてど
ういう姿勢で具体化していくかとの見通しをたてる必要があると感じられ
た。

私有林の扱いに関する問題は、所有者の考え方を転換しなくては解決が
難しい。自然林に転換するとこんなメリットがあるということを大いに発信
すべきだろうと考える。

再生を進めていく上では当然費用がかかり、具体的に目標を数値で示し
た場合には、いろいろな批判が出てくることも予想される。地域内に人工
林を所有しているものとしては、「長期的な視点に立って」自然林を目指
すという目標設定でいいのではないかと感じている。

私有林に対して具体的な数値目標を現時点で定めることは難しく、合意
を得ながら進めていく必要がある。流域全体でのゾーニング的な立地区
分と、林分単位で施業への配慮事項を設定し、目標設定に付け加えては
どうか。

自然再生は、そもそも生物多様性が大きなキーワードになっている。生物
多様性というものをベースにおいた具体的な目標を是非検討してもらい
たい。

カラマツも一つの有効な木材資源であり、カラマツが悪であるというイメー
ジを持たせ兼ねない書き方は避けて欲しい。

各地でカラマツ林から転換を図って環境林としての機能を高める試みが
始まっていることは事実であるが、この理由は生産林の機能を失ったか
らではなく、所有者が生産林としての価値よりも環境林としての価値が重
要と考えたからである。

カラマツ林で働き生活している人々のことも考えながら進めていただきた
い。

カラマツはもともと北海道には分布していなかった外来種であることを十
分に認識したうえで、目標を立てるべきである。

現地にはすばらしいカラマツ林もあり、環境教育の場として使っていくとい
う考え方もあっていいのではないか。

上層にはカラマツが残り下層に広葉樹が生えてくるというように階層的に
転換をしていくのであって、カラマツ林から広葉樹林に急激に変化させる
ものではないと思う。
長期目標の長期はどのくらいを考えているのか。

長伐期の想定であれば、長期といっても50年後が目処になるのでは。

「単なる樹木個体の再生だけでなく、森林生態系の再生を目指す」という
目標の評価はどのように行うのか。

モニタリングで指標種として挙げた種
の個体数をもとに評価する。その点
について記述をより詳しくする。

⑧

森林再生をすると達古武沼にどのような影響があるかなど、達古武地域
の問題点と森林再生とのつながりに関する評価は考えられているのか。
2章と3章のつなぎとして必要と思う。
　評価については、作業道からの土砂流出を防ぐような直接的な影響の
軽減や森林再生による生物多様性の向上といった間接的な影響の二つ
の観点から森林再生が果たす役割を記述してみてほしいと思う。

事業実施地
区の目標設
定

環境林としての評価の側面を強調し
て書き改める。

流域全体での具体的な数値目標は
設定しないが、現状分析をもとにした
再生の優先度・方向性と、各エリアで
求められる再生手法について整理し
て記述する。

流域の目標
について

カラマツ林
の評価につ
いて

土砂量の数値的な評価は難しいが、
質的な効果の面と、施策が実施され
る面積から見た評価について記述す
る。

再生結果の
評価方法

地域全体の問題についてどのような
方向性で取り組むかをまず示した上
で、森林再生の具体的な事業実施
計画について記述す。

第2章の位
置づけにつ
いて

①

③

④

⑤

②

基本的にカラマツ林を全て自然林に
転換して行くが、急激に森林環境が
失われることがないように進めて行
く。対象地区の森林の今後の推移と
目標について、より詳しく説明する。



項目 意見・質問 回答・対応
対応
番号

p25で試験Ⅱの内容（シカ対策）がぬけている。 記述を追加して分かりやすくする。 ⑦

シカについては稚樹の生存率を上げる間接的な効果も知られている。一
概に単純化しないでモニタリング結果の評価を行った方がよいと思う。

対象地区においてもそのような効果
は見られている。ササとシカの影響
の組み合わせの試験からそれぞれ
の効果を評価する。

土砂対策に
ついて

実施計画P-20にある作業道からの土砂流出は、すでに達古武沼に直接
的に影響を与えていると考えられるので、議論や了解を得る前に是非進
めてほしいと思う。

対象地区の土砂対策については今
年度から進めて行きたいと考えてい
る。

②

■トラストサルン釧路との協議（8/19）で出された質問・意見と、それへの対応

項目 意見・質問 回答・対応
対応
番号

全体的な位
置づけ

やりやすいところ、手を付けられるところを優先し、重要な問題が先送りさ
れてしまう懸念がある。

他の土地所有者、関係機関に強要
することは出来ないので、問題の整
理を行ない、対象地区での施策を記
述する中で表現する。

①

土砂流出の問題が一番重要ではないのか。
森林再生と湿原をつなぐ重要な課題
として位置づける。

②

6つの課題は良いが、そのうち2つしか3章に書いていない。土砂流出が
一番の問題。カラマツ林から土砂は一番出ているが、その対策が全く抜
けている。

対象地区内の問題については取り
扱うため、１－１の図を修正する。ま
た、対策に言及しつつ、流域全体で
の解決策の提案にもなる表現にす
る。

②

土砂の問題について、現状把握の調査が必要である。
検証は困難であるが、実施後の評価
のための調査は検討する。

②

苗畑として予定されている場所については、旧川復元してもよいのではな
いかという考え方がある。

対象地区の再生のための苗畑の確
保を優先する。復元については将来
の課題として考えられるが、キャンプ
場等との協議も必要である。

苗はトラストサルンの畑でも供給出来るので、必要性が薄いのではない
か。

事業ベースでの植栽を考えており、
確実な供給をしていきたいと考えて

環境学習施
設について

環境学習の取り組みがないと記述あるが、流域内ではもすでにやってき
ている。新たに施設をつくるよりも、既存の施設を活用すべきである。

施設整備優先ではなく、既存施設を
活かすことを中心に記述する。

記述の修正
点

P11の直線化距離は400mではなく4kmではないか。達古武川以外の小河
川も直線化されているので問題として書くべき。

直線化距離は約2.1kmに修正する。

■第1回地域意見交換会（9/28）で出された質問・意見と、それへの対応

項目 意見・質問 回答・対応
対応
番号

上流で開発する一方で、下で部分的に再生というのは無駄が多く疑問で
ある。

縦割り行政ではなく、省庁が連絡取り合って事業を進めてほしい。

細岡からの展望は60年前から大きく変わった。湿原の水が減り、乾燥化
してハンノキが大変増えている。

キャンプ場のトイレの排水によって沼の環境が悪化している。周辺では魚
もいなくなっている。

イトウは昔は大きいのもいた。減ったのは釣り人の影響も大きいのではな
いか。

カラマツは坑木利用を目的に植えたが、炭鉱が衰退し、使い道がなくなっ
た。現在は採算が合わない。

カラマツ林内は稚樹が多いところもある。カラマツを切らないでほっておい
た方が早く回復する。
p3の集会所は厳密には旧学校を利用した施設ではない。

肉牛の放牧は150頭程度ではないか、記述の80は少ない。

意見交換会
について

このような会はもっと速く開くべきで、地域の先輩の知識を活かすのが大
事ではないか。調査のときから参加してもらったりというのも大事である。

意見交換会は今後も開催して、意見
を計画作成に活用する。

カラマツ林
について

情報を参考にして記述を積み上げて
いく。

①

記述の修正
点

この地域のみ、環境省のみでは再生
はできないと考えている。今回の計
画をきっかけ・モデルとして、取り組
みが広がることを目指したい。

自然再生の
考え方

修正する

地域の現況
について

苗畑の整備

土砂対策

試験につい
て



項目 意見・質問 回答・対応
対応
番号

■第8回自然再生協議会（10/11）で出された質問・意見と、それへの対応

項目 意見・質問 回答・対応
対応
番号

本地域は釧路の縮図であり、流域として関係する課題を全て整理する方
法・視点は協議会として重要である。
森林以外の分野については「検討を図る必要がある」というレベルの書き
方に留めるべきではないか。

①

P13③排水路･客土除去など、湿原再生小委員会でも検討中の施策につ
いては、具体的な表現を避けて欲しい。課題の整理に留めた方が良いの
ではないか。
それぞれに関係する管理者にも事前に相談してもらった方が良い。

モニタリン
グ

エゾシカについて総合的なモニタリング調査をする必要はないか。
ここでは対策の効果を中心に試験・
検討を進める。

P.7のシアノバクテリアは、植物プランクトンとした方が良い。
調査結果を精査した上で表現を正確
なものにする。

P12-13(4)②で水生植物についてかかれているが、動物においてもイシカ
リワカサギという在来ワカサギが生息している珍しい沼である。ワカサギ
も放流しているようだが、その比率は水環境の指標になるのでは。

調査結果を精査した上で記述を行
う。

第2章の記
述について

着手の容易性のみで記述内容を決
定せずに、流域の課題を総合的に記
述することは重要と考える。ただし、
施策の実施者が不確定な現状を踏
まえて、「目標と取り組み」の項を削
除し、各分野の現状と課題の記述の
中で再生の方向性という形で表現す
る。

記述につい
て



1-5.実施計画の検討スケジュール　

7月 上旬 （07/07実施）

中旬
下旬

8月 上旬
中旬
下旬

9月 上旬
中旬
下旬 （09/28実施）

10月 上旬 （10/11実施）

中旬
下旬

11月 上旬 （11/08実施）

中旬
下旬

12月 上旬
中旬
下旬

1月 上旬
中旬
下旬

2月 上旬
中旬
下旬

3月 上旬
中旬
下旬

委員会No.4
素案提示

委員会No.5
案の協議

委員会No.6
案の了承

地域会No.2
案の協議

地域会No.1
意見徴収

実施計画の完成　専門家会議へ

協議会No.8
素案の報告

協議会No.10
案の了承

協議会No.9
案の協議

　森林再生小委員会では３回程度本実施計画を検討していただき、その結果を
踏まえ、協議会での協議・報告を行う。また、他の小委員会にも関係する部分
については報告し、意見を伺っていく。
　地域住民との意見交換会は、達古武流域に在住する住民や関係企業・団体
を対象に２回程度実施したいと考えている（1回目は９月２８日に実施）。これら
によって得られた意見を踏まえつつ計画案を改良し、年度内には実施計画とし
て了承を得る予定である。
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第１章　実施者の名称

第 1 章　実施者の名称及び実施者の属する協議会

1-1 実施者の名称

　本実施計画は、環境省釧路自然環境事務所が第 3章に記載した事業の実施を行うために

とりまとめたものである。

1-2 実施者の属する協議会

　実施者の属する協議会は、釧路湿原自然再生協議会である。本実施計画の詳細な議論は、

主に同協議会の設置する森林再生小委員会において行った。
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達古武地域自然再生実施計画

第 2 章　対象区域の現況と自然再生に関する課題

　本実施計画は、釧路湿原流域の一部である達古武沼集水域を中心とした約 4,200 ヘクター

ルの達古武地域を対象とする。本章は、達古武地域における自然環境の課題を整理し、関係

する主体が自然再生を進めていく上での基本的な方向性について記述する。これらの記述は、

ＮＰＯ法人トラストサルン釧路（黒澤信道理事長）と環境省の協働事業の成果や、東部三湖

沼調査グループ（国立環境研究所・高村典子氏、北海道大学農学部・中村太士氏ら）による

調査結果を踏まえた上でまとめられた。

　なお、環境省が実施する自然林再生地区における事業実施計画については、第３章におい

て記述する。

2-1 達古武地域の位置

　達古武集水域は、釧路湿原流域の東部に位置する小さな集水域の一つである（図 2-1）。

面積は、約 25万ヘクタールに及ぶ流域の約 1％にあたる 2,650 ヘクタールに過ぎないが、

湖沼・湿原・丘陵林などの環境がコンパクトに納まっている地域である。

　本計画では、この達古武沼の集水域に隣接する 3つの小さな集水域を合わせた約 4,200

ヘクタールの集水域を対象とする（図 2-2）。なお、達古武沼およびその北部は釧路湿原国

立公園および国指定鳥獣保護区に指定されている。

釧路川集水域

中の沢集水域

チリシンネ沢集水域

達古武沼集水域

達古武沼

図 2-1. 達古武沼集水域の位置
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第２章 再生の考え方と対象区域の課題

使用画像／高解像度衛星イコノス衛星 （ c日本スペースイメージング ( 株 )）

図 2-2. 達古武地域の衛星写真 （2002 年 7 月撮影）
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2-2 達古武地域の自然環境の概要

　達古武地域は、本来広葉樹林が流域のほとんどを占めていたと考えられる（図 2-3 左）。

丘陵地には阿寒火山群の火山灰が堆積しているため、ミズナラが優占する落葉広葉樹林が広

がっていた。また、沢沿いや湿原周辺は、ハルニレ・ヤチダモ・ハンノキが優占する湿性落

葉広葉樹林となっていた。これらの森林は、度重なる伐採により、現在は小径木の多い二次

林となっている。また北部を中心にカラマツ・トドマツの針葉樹人工林が多く見られる（図

2-3 右）。

　達古武沼は水深が浅く、水生植物群落が発達する湖沼である。その周辺はヨシを主体とす

る湿原であるが、ヤチヤナギ・イソツツジなどを含む高層湿原に近い湿原も散在する。現在

は湿原の一部は農地化されているが、生態系の頂点に位置するタンチョウやオジロワシが繁

殖に利用し、湿原内には高層湿原も認められるなど、釧路湿原の生態系の小型版とも言える

特徴を持っている。

図 2-3. 達古武地域の過去の植生と現在の植生 （1920 年代と 2004 年）

1920 年代 2004 年

面積 ha 比率 面積 ha 比率

自然林 3652 89% 2403 58%

湿原 335 8% 235 6%

人工林 0 0% 829 20%

二次草地 0 0% 204 5%

農地 5 0% 170 4%

市街地など 15 0% 167 4%

開放水面 138 3% 138 3%

合計 4145 100% 4145 100%
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第２章 再生の考え方と対象区域の課題

2-3 達古武地域の社会環境の概要

（1） 歴史の概要

　達古武地域は、明治時代の中期（1880 年代）から開発が始まっている。この地域は急傾

斜の丘陵地が多いため畑作には不向きで、戦前までは軍馬生産、森林伐採、薪炭生産が主な

産業であった。1934 年には国鉄釧網線が開通して細岡駅が設置され、その周辺にも集落が

形成されたが、住民の多くは国鉄の職員であった。

　1944 年には、達古武川周辺の湿原を農地化するために、河川改修が学徒動員によって行

われ、戦後に農地開発された。

　戦後になって馬産は衰退したが、戦後復興とともに森林の多くが薪炭・紙パルプ用として

伐採された。1960 年代以降にはカラマツの造林が道東全域で盛んとなり、本地域でもカラ

マツが広範囲に造林された。

　また、1960 年代以降は、いわゆる「原野商法」により、土地投機の対象として山林・原

野が小区画に分けられて売買され、不在地主が増加した。

（２） 人口と産業

　達古武地域は、北部が標茶町、南部が釧路町に属する。集落は、釧路町に細岡地区と達古

武地区の 2つがあり、標茶町には存在しない。2つの集落には合わせて 21世帯 57 人が居

住している（2005 年現在）。公共施設としては、達古武沼北岸に釧路町営達古武オートキャ

ンプ場があり、達古武集落に旧学校施設等を利用した郷土館・集会場が開設されている。

　達古武地域の主産業は農林業であり、達古武沼の南東部や中ノ沢周辺では酪農・畜産業が

営まれている。また北東部は製紙会社の社有林が広がっており、林業が営まれている。

　達古武沼には漁業権が存在しないが、ワカサギの養殖・放流などが行われている。観光業

としては、細岡地区に湿原展望台やカヌーポートがあり、湿原の観察・利用を主体とした観

光利用がなされている。

（３） 土地所有状況

　本地域には、国有林はなく、ほとんどが私有地

と公有地からなっている。特に私有地が 9割以上

を占めており、さらに域外の土地所有者が多い傾

向にある（図 2-4）。「原野商法」などによる道外

所有者は 17％にも上る。

　また、この地域では NPO 法人が環境保全のた

めのナショナルトラスト運動を進めており、約 3％

の土地が買い上げられている。

図 2-4. 森林調査簿による土地所有形態の区分

農業関係者所有地
林業関係者所有地
その他の産業者所有地
無職など所有地
社寺所有地
国公有地
ナショナルトラスト地
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2-4  達古武地域の自然環境の課題と再生の方向性

　達古武流域におけるさまざまな自然環境の課題を解決していくためには、「釧路湿原自然

再生全体構想」に掲げられた基本的な考え方と原則を踏まえ、関わりのある行政機関、地元

自治体、ＮＰＯ、土地所有者等が連携して、実現可能なものから取り組んでいくことが重要

である。以下では、6つの分野に分けて、自然環境の現状、課題、再生の方向性について示

した。

（1） 森林の現況と課題

①森林の過去の姿と現況

　図 2-5 に 1920 年代の推定される森林の分布と 2004 年現在の森林の分布を示した。過去

はミズナラを主体とする落葉広葉樹林が 76％、湿性林が 12％を占めていたと考えられる。

これに対して現在は、二次林が 47%、湿性林が 11％、人工林が 16% となっており、人為

的に樹林が失われた場所も 17％を占めている。

　二次林は、明治期以降に度重なる伐採を受けており、樹高 10～ 20 メートル程度の中齢

林が 45％ともっとも多く、樹高 10メートル以下の若齢林も 32％を占めている（図 2-6）。

種組成は、ミズナラが優占する萌芽再生林と、シラカバ･ダケカンバが優占する二次林の二

つのタイプが見られる（図 2-7）。達古武川の上流部や釧路川に近い場所には、比較的樹木

サイズの大きい森林がまとまって見られるが、これらを含め森林の多くが私有林である。

1920 年代 2004 年

面積 ha 比率 面積 ha 比率

広葉樹林（乾性） 3142 76% 1932 47%

湿性林 510 12% 472 11%

カラマツ人工林 0 0% 580 14%

トドマツ人工林 0 0% 74 2%

合計 4145 100% 4145 100%

図 2-5. 過去の森林分布 （推定） と現在の森林分布
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図 2-6. 現在の林相区分の図 （左 ： 樹木サイズ、 右 ： 樹冠うっぺい度）

図 2-7. 代表的な森林の写真 ・ 模式図とヒストグラム、 種組成

（作成中）
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　人工林は、北部に製紙会社が所有する森林がまとまって見られる。その多くがカラマツの

造林地で、次いでトドマツ造林地が多い。南部では個人所有の人工林が点在しており、その

ほとんどがカラマツ造林地である。いずれも 1960 年代以降に造林が始まった場所が多く、

林齢 30～ 40年程度の中齢林が多くを占めている。

　非樹林地は、人工林の造林に伴う一時的なものである伐採跡地や幼齢造林地が 6％を占め

ている。また、二次的な草地が 3％、裸地や作業道などが 2％、土砂取り場・産廃捨て場な

どの造成地が 1％を占めている。

②森林再生のための課題と再生の方向性

　現在本地域の森林は、面積的には開発以前の樹林地の約 9％が失われている。その中の裸

地や土砂取り場などの場所は、恒常的に産業利用されたり、土壌の流出が見られたりするた

め、自律的に森林に回復する可能性は低い。また、残存している森林も、度重なる伐採と単

一樹種の造林により、大径木が欠如し、生物多様性が損なわれている。これらのことは地域

本来の森林生態系の質の低下を招いているほか、湿原や河川と森林が一体となった生態系の

縮小や、湿原・湖沼への土砂流入を促進していると言える。そのため、森林再生の方向性と

して以下のことが挙げられる。

　過去と同様の森林は、この地域ではすでに失われてしまっているが、現状で比較的良好な

二次林や湿性林は、現在の状態が保持されれば、自律的な回復が期待される場所である。流

域の約 40%を占めているこれらのエリアは森林の回復が阻害されないよう保全を検討して

いく必要がある（図 2-8）。

　また、湿原に近接する場所で本来の自然林が失われている場所は、湿原と森林が一体となっ

た生態系を取り戻すために、過去の姿に近い自然林の再生を検討する必要がある。

図 2-8. 森林再生の考え方別の分布図
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（2） 湿原 ・ 湖沼への土砂流入の現況と課題

①土砂生産・流入の現況

　達古武沼における土砂の堆積速度は 1739 年以降は、それ以前に比べて大きく増加してい

る（図 2-9、堆積物内の火山灰と放射性物質の位置から推定）。これは流域における明治以

降の開発の影響によると思われる。さらに、1963 年以降は加速度的に増加しており、流域

内の開発の影響がより強く現れていることを示している。

　また、融雪期には釧路川本川からの逆流が毎年見られており、沼の水環境に対して達古武

川に次いで大きな影響を与えている。浮遊砂・有機物は達古武川から流入しているのに対し

て、ウォッシュロード（0.1mm以下の微粒浮遊砂）は釧路川本川からの逆流水に多く見ら

れている（図 2-10）。

図 2-9. 達古武沼における土砂堆積速度の推移

図 2-10. 達古武沼流入水内に見られる土砂の量

（作成中）

（作成中）
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　土砂流入による湿原への影響としては、ハンノキ群落の増加が挙げられる（図 2-11）。河

川の流入口周辺などにおいて、ハンノキ群落の面積は 1947 年の 63ヘクタールから、2002

年の 91ヘクタールに増加した。また、達古武沼の水深は河川流入口周辺で特に浅くなって

おり、近年の土砂堆積の影響が見られた（図 2-12）。

図 2-12. 達古武沼の水深図 （2003 年）

図 2-11. 達古武沼周辺の湿原植生の変化 （1947 年と 2002 年）

（作成中）

（作成中）
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②土砂流入防止の課題と再生の方向性

　土砂の生産･流送のメカニズムを正確に把握することは困難であるが、流域内に多く見ら

れる裸地や荒廃した作業道などの土砂生産源と考えられる場所での流出防止策を実施して、

土砂堆積速度を過去の水準に近づけることが重要である。表土が流出しやすい場所では森林

の再生を図ったり、作業道からの流出が抑えられるように森林施業方法の改善を検討したり

していく必要がある。これらの場所のうち、沢や湿原に近く、特に対策を優先的に検討して

いく必要がある場所は流域の 6.6% を占めている（図 2-13）。

図 2-13. 土砂防止対策の優先地の抽出図
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（3） 湿原の現況と課題

①湿原の過去の姿と現況

　達古武地域における湿原の主要な群落について表 2-1 に、湿原の変遷について図 2-14 に

示した。主な群落として、ハンノキ･ヤチダモが林冠層を構成するハンノキ群落、ヨシが優

占するヨシ群落、カブスゲなどが優占するスゲ群落、ミズゴケ類・ツルコケモモ・ヤチヤナ

ギなどを含む高層湿原群落が見られる。

　この湿原植生のうち、達古武川沿いの国道から東側、中ノ沢の中上流部は農地化が進めら

れてきており（赤丸部分）、湿原面積は減少している。また、湿原の辺縁部ではハンノキ群

落が増加傾向にあり、沼西部と南東部に見られる高層湿原群落は縮小傾向にある。これらの

現象は土砂の堆積･乾燥化の傾向を示している。　

図 2-14. 湿原分布の変化 （1947 年と 2002 年）

1947 年 2002 年

面積 ha 比率 面積 ha 比率

ハンノキ群落 364.0 53% 324.6 47%

ヨシ群落 305.8 44% 215.5 31%

スゲ群落  　7.8 1%     7.3 1%

高層湿原群落   10.6 2%     6.5 1%

農地   70.4 10%

非利用農地    64.0 9%

合計 688.2 100% 688.2 100%
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②湿原・湖沼再生における課題と再生の方向性

　湿原植生については、現存する良好な植生（約260ha）の保全と合わせて、過去に湿原であっ

た未利用地の湿原化も視野に入れながら検討していく必要がある。また、（2）の土砂流入

防止の課題を解決していくことにより、植生の急激な変化を抑制することを検討していく必

要がある。

表 2-1. 主要な湿原群落の構造と種組成

（作成中）
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（4） 達古武沼の水環境の現況と課題

①水環境の現況

　達古武沼は過去には多様な水生植物が見られたが、富栄養化などにより、近年大幅に確認

種数が減少している（表 2-2、最大値の 20種から 14種に）。また、生育域も大幅に狭まっ

ており、ヒシ以外の植物の水生植物は南部のみに生育している（図 2-15）。

表 2-2. 達古武沼に出現する水生植物の変化

図 2-15. 達古武沼の水生植物分布の変化 （1992 年と 2004 年）

（作成中）

（作成中）
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　達古武沼で確認されている主な動物群について表 2-3 に示した。移入種ではワカサギとウ

チダザリガニが確認されており、特にウチダザリガニは流入河川・湖岸を中心に多数が生息

し（図 2-16）、在来種への悪影響が懸念される。

表 2-3. 達古武沼に出現する主な動物

図 2-16. ウチダザリガニの確認地点の分布 （2004 年）

（作成中）

（作成中）
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　達古武沼は、1980 年代には貧栄養で透明度が高かったが、1996 年以降に急激に富栄養

化が進み、アオコ（シアノバクテリア）の大発生が見られるようになっている（図 2-17）。

また窒素･リンの濃度も急激に高くなってきている。これらの物質の空間分布には偏りがあ

り、アオコの発生は沼の北部に大きく偏っている（図 2-18）。

図 2-17. 達古武沼の水質指標の変化

図 2-18. 達古武沼の水質の分布

（作成中）

（作成中）
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　窒素･リンなどの栄養塩類の由来を流入水の構成を元に検討すると、表 2-4 のようになっ

ている。釧路川からの逆流水や自然由来の栄養塩類は比率が低く、人為的な起源のものが 7

割以上を占めていた。

表 2-4 主達古武沼への栄養塩負荷量の起源 （200-2004 年）

②水環境再生における課題と再生の方向性

　現況の栄養塩類の流入量を放置すると、沼の水生植物とそれに依存して生育・生息してき

た多様なプランクトン・底生動物および魚類などの動植物相が著しく損なわれると考えられ

る。水質を過去の状態に戻していくために、発生源での防止策を検討していく必要がある。

また移入種については、個体数を減少させるなどして在来種への悪影響を低減することを検

討していく必要がある。

（作成中）
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（5） 河川環境の現況と課題

①河川の過去の姿と現況

　各集水域の中心河川である達古武川・中の沢・チリシンネ沢のほかにも多数の小河川が

存在するが、いずれも湧水を起源とした小規模で距離も短いものである（図 2-20）。これら

の中でもっとも大きい達古武川は、上流を農地化するための排水路として、1944 年に直線

化され、その後 1960 年代後半にさらに河道工事が行なわれて現在の直線河道となった（図

2-21、直線河道約 2.1km）。また、中ノ沢においても周辺の農地化のため直線化が行なわれ

ていた。

　達古武川の支川や沼に流入する小河川では、道路等の横断により設置された工作物により

段差が生じ、河川としての連続性が絶たれている箇所が見られる。 

図 2-21. 達古武川の河道の変遷 （2004 年撮影の空中写真上に表示）

図 2-20. 河川と湧水の分布

（作成中）
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②河川再生における課題と再生の方向性

　達古武川などは直線化により、本来の蛇行河道が形成していた氾濫原などの環境が消失し、

土砂の流送量が増大している可能性がある。そのため、将来的には蛇行河道の復元を視野に

入れながら、よりよい河川環境のあり方を検討していく必要がある。

　また、河川の縦断的連続性が絶たれている箇所では、生息する動物の移動を妨げないよう

改善を検討していく必要がある。

（6） 自然の利用と環境教育の現況と課題

①自然の利用の現況

　釧路川本川や達古武沼では、カヌー利用が盛んに行われている。また沼北部の町営オート

キャンプ場は年間約 4,600 人の宿泊客があり（2004 年度）、ピーク時の 8月には約 2,400

人が利用している。達古武沼の周囲にはサイクリングロードと木道が設置されており、散策

などに利用されている。

②環境教育と自然再生普及の現況

　この地域では 1990 年頃からトラストサルン釧路によるナショナルトラスト地での植林事

業が行われている。それにともなって、ホタル観察会･どんぐり記念日などの自然観察の行

事が実施されてきている。また、達古武沼の周囲の散策路を利用した観察会が市民グループ

などによって、年に数回実施されている。

　2002 年より開始されている自然再生に関わる調査事業では、市民参加型の調査や育苗試

験も実施されており、一般市民が調査や再生の取り組みにふれる機会となっている。この地

域における自然再生については、これらの機会に周知されているほか、協議会などの会合や

ウェブサイト、冊子などで紹介されてきている。

釧路川と細岡のカヌーポート　　　　　　　　　　達古武オートキャンプ場
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③自然の利用と環境教育における課題

　既存のキャンプ場等の施設も含めて、地域の環境学習の場とするため、自然再生の取り組

みにおけるモニタリング調査や修復作業、育苗などを環境学習の実践・体験の場として活用

できるよう、プログラムと実施環境の充実を図る必要がある。

　小規模な取り組みを主体とする再生事業の場として、積極的な情報発信と取り組みへの市

民参加を促す必要がある。それらを通して、釧路湿原の保全・再生への理解を深めていくこ

とが重要である。
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第３章　自然林再生地区における事業実施計画 

　第２章 2-4 に挙げた自然環境に関する課題のうち、環境省として現在までに調査・検討を

進めている項目から、事業実施計画を作成する。第一段階として、環境省が 2003 年度から

取り組んできた、人工林を自然林に再生する事業実施計画について記述する。この第３章は、

各取り組みがより具体的になった段階で、実施計画を策定して逐次追加・更新するものとす

る。

　本実施地区では、2-4 の課題の「（2）森林環境の再生」における湿原周辺の非自然林にお

ける森林生態系の再生」を主たる事業対象とし、「（3）湿原・湖沼への土砂流入の防止」「（7）

環境教育の促進」への取り組みも行う。

3-1 事業実施地区における再生の目的と背景

　釧路湿原流域では、1960 年代以降カラマツの一斉造林が進み、森林面積の約 2割を占め

るようになっている（図 3-1）。このカラマツ人工林は、①北海道においては移入種である

カラマツを植栽している、②単一樹種を一斉造林した単純な構造となっているという点から、

本来生育していた自然林に比べて生物多様性の面で劣っているといえる。そのため現在は、

環境林・保養林としての機能を高めるために、天然生の広葉樹の導入を図っているところも

見られる。

図 3-1. 釧路湿原流域におけるカラマツ人工林の増加
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　広葉樹の稚樹の導入・定着を促進する手法については、まだ十分確立されておらず、カラ

マツ人工林の現状に対応した手法のニーズが高まってきている。

　対象地域においてもカラマツ人工林は、17％程度の面積を占め、本来の森林生態系の再

生を目指す上で重要な課題となっている。本計画では、生物多様性を高めるためにこの人工

林を速やかに自然林へと再生させることと、そのための手法の開発･検討を目的とする。

3-2 事業実施地区の現状と課題

（1） 事業実施地区の位置と概要

　実施地区は、達古武沼の北側に近接するカラマツ人工林約 97 ヘクタールを含む約 148

ヘクタールとする（図 3-2、図 3-3）。

図 3-2. 達古武流域のカラマツ人工林の分布と実施地区の位置
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図 3-3. 実施地区の空中写真 （2004 年撮影） と地形図 （色付き部分がカラマツ林）
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（2） 事業実施地区の歴史と産業との関わり

　この地区は 1964 年に尾根沿いと沢沿いを除いて皆伐され、その後釧路町と達古武愛林会

との分収林契約により造林が行なわれた。植栽直後から下刈と除間伐が行なわれ、それぞれ

3年間以上は実施されている。また、造林作業終了後の 1971 年より 1993 年頃までは、育

林作業を兼ねて肉牛が林内放牧されていた。

（3） 森林環境の現状

　実施地区内では平成 15年度からの調査により、樹林の現況と稚樹の生育状況はほぼ把握

されている。それらは 10m角のメッシュを単位としたＧＩＳデータとして地形とともに管

理している。以下では、このデータをもとに現状について示した。

①実施地区の地形

　達古武沼の北側に位置しており、南西～南東向き斜面が多い（図 3-4 右）。尾根沿いと沢

底は平坦であるが、沢沿いには傾斜 30度以上の急斜面が多く見られる（図 3-4 左）。

図 3-4. 実施地区の地形　斜度の分布 （上） と斜面方位の分布 （下）

（作成中）

（作成中）
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②実施地区の植生

　実施地区の南西部を除くほぼ全域にカラマツが植栽されている（図 3-5）。林齢は約 30～

40 年で、樹高約 14m、立木密度は約 450 本 /ha とよく管理されてきた。尾根沿いにはミ

ズナラ・ダケカンバ・アオダモなどが優占する（乾性）落葉広葉樹林、沢沿いにはハルニレ

－ハンノキ林が見られる。

　西部には牧草地として使われてきた二次草地があり、その周辺には落葉広葉樹の二次林が

見られる（図 3-5）。

図 3-5. 植生分布図

　　　　　カラマツ人工林　　　　　　　落葉広葉樹林　　　　　　　　ハルニレ - ハンノキ林

（作成中）
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③母樹林の分布

　事業実施地区を自然林に再生する際に、その種子の供給源となる母樹林は尾根沿いと隣接

する周辺の広葉樹林に限られる。そのため、カラマツ林はこの母樹林から遠い場所が多く、

40m以上離れる場所は 50%以上を占める（図 3-6）。

図 3-6. 母樹林からの距離の分布

④母樹林･目標となる森林の種組成

　自然林再生の目標となる事業実施地区内の母樹林や、隣接する自然林、流域でもっとも発

達した森林で目標となる森林などで確認されている約 30種の樹木の種組成を表 3-1 に示し

た。これらを本地域の過去の自然林の主要構成種と考えると、代表的な種としてミズナラ・

イタヤカエデ・ダケカンバ・アオダモ・シナノキなどが挙げられる。

広葉樹林の主要構成種 （左上から順にミズナラ・イタヤカエデ・シナノキ・
ダケカンバ ・ シラカバ ・ アオダモ）
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⑤稚樹密度の分布

　事業実施地区のカラマツ林内では、ミズナラ・アオダモ・ダケカンバ・サワシバなどの広

葉樹の稚樹が確認されており（表 3-2）、母樹林とほぼ同じ樹種構成となっている。その平

均密度は 0.18 本 / ㎡であるが、エリアによって稚樹の分布は大きく異なり、過去の森林管

理の方法などが林小班によって異なっていたためと思われる（図 3-7）。

表 3-1. 自然林の種組成 （低木類を除く）

（作成中）



28

達古武地域自然再生実施計画

表 3-2. カラマツ林内で確認された稚樹の種組成

　　　　　主に確認されている稚樹 （アオダモ ・ シラカバ ・ サワシバ）

（作成中）
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　また、稚樹密度およびその前段階である種子の散布量は均一ではなく、共に母樹林からの

距離に反比例して低下する（図 3-7）。このような傾向は、ダケカンバなど風散布タイプの

樹種で特に顕著だった。

図 3-8. 母樹林からの距離と落下種子量 ・ 稚樹密度との関係

図 3-7. カラマツ林内の稚樹密度の推定分布

（作成中）

（作成中）
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⑥カラマツ林の構造と林冠開空率

　事業実施地区のカラマツは 1965 年～ 1971 年に植栽されたもので、植栽年次はエリアに

よって異なる（図 3-9）。

　1992 年および 2003 年の調査を元にカラマツの平均的なサイズを整理すると胸高直径は

平均 20～ 25センチ、樹高は 12～ 15メートルで、材積は、100 ～ 200 立法メートルとなっ

ている。密度はヘクタールあたり 400 本～ 500 本と標準的で、十分な間伐を繰り返して直

径成長をさせてきたことを示している。

図 3-9. 事業実施地区のカラマツ林の林班区分と植栽年次

図 3-10. 事業実施地区のカラマツの胸高直径･樹高の頻度分布

（作成中）

（作成中）
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　林内は、樹冠はほぼ閉鎖しているが、枝打ち・枝の枯れ上がりにより比較的明るく、全天

写真を用いた林冠開空率は約 12%と、母樹林よりも明るい（図 3-11）。

⑦林床植生の状態と林床開空率

　林床にはミヤコザサが密生し、ほぼ全域で被覆率は 80 ～ 100% を占める。平均高は約

70～90cmであった。林床をミヤコザサが優占するのはこの地域の森林に共通する特チョゥ

であるが、事業実施地区のカラマツ林内の林床開空率は 5%前後と他の林分と比較しても低

い（図 3-12）。

⑧動物による稚樹の被食

 　広葉樹稚樹に対する動物による被食は約 7%の個体で見られ、その多くがエゾシカによ

るものだった。被食痕は樹高 50～ 100cmの個体に多く（表 3-3）、樹種別では、ミズナラ・

オオバボダイジュ・オオモミジ・ヤマグワなどが被食の影響を受けている。

表 3-3. エゾシカにより被食された稚樹数 （樹高階別）

図 3-11. さまざまな林分の林冠開空率

図 3-12. さまざまな林分の林床開空率

（作成中）

（作成中）

（作成中）
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　稚樹の被食は主に冬期に発生しており、その発生率はそのエリアの積雪量と負の相関が見

られた。積雪量は斜面方位と相関があるため、エゾシカによる被食は南東から南向き斜面区

において特に発生する傾向が見られる（図 3-13）。

図 3-13. 斜面方位と積雪深･エゾシカによる被食率との関係

（作成中）
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（4） 自律的な自然林再生の可能性と課題

　これらの結果を元に、現状を放置した場合に、自然の力のみで自律的に自然林が再生する

可能性について、以下にまとめた。

　事業実施地区のうち、北東部などの一部のエリアや母樹林に近い場所などでは、広葉樹の

稚樹が多く、自律的に再生する可能性が高いと考えられる。しかし、それ以外の場所では、

集水域内の他のカラマツ林と比べても平均稚樹密度が小さく、自律的な再生の可能性は低い

と考えられる。

　再生を阻害している要因としては、母樹林が少ないために生じる種子供給量の不足、ササ

の被覆による実生･稚樹初期段階における定着阻害･光不足、エゾシカによる被食などの影響

が考えられる（図 3-14）。これらは、主にカラマツ林の施業などによって人為的に発生した

要因であり、自律的再生促進するためには、何らかの方法によりこれらの影響を軽減する必

要があると考えられる。

図 3-14. 稚樹の定着･成長の各段階において影響する要因の種類

（作成中）
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（5） 既存作業道からの土砂流出の現状と課題

　事業実施地区内にはカラマツの施業に伴って設置された作業道が全域にはりめぐらされて

いる。これらの作業道には土砂流出の危険性がある場所が約 30箇所あり、そのうち 12箇

所は緊急に改善する必要性が高いと判断される場所である（図 3-15、赤丸が緊急性が高い）。

　これらの箇所から流出する土砂量は正確に把握はされていないが、達古武沼および周辺湿

原への流送距離が短く、土砂の堆積などの影響を及ぼすことが懸念される。そのため、早急

に土砂流出を抑制する対策を発生地点において実施する必要がある。

図 3-15. 土砂流出危険箇所の位置と緊急度
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（6） 環境学習の現状と課題

　事業実施地区の周辺には、 達古武オートキャンプ場や湿原散策路が整備されており、夏季

にはこれらを利用して湖沼や湿原の自然にふれる訪問客が多い。ただ、地区内は散策路など

が整備されているわけではないため、自然観察会などでの利用はなされていない。

　事業実施地区で実施される自然林再生の取り組みを活用して、自然再生への理解を深めた

り、地域の生態系について学習することを促進するには、ソフト･ハード両面の充実をはか

る必要がある。



36

達古武地域自然再生実施計画

3-3 自然林再生の事業計画

（1） 基本的な考え方

　第 2章にあげたように釧路湿原自然再生全体構想における原則・基本方針に沿って事業

を進めていく。その中で、自然林再生において特に重要と思われる考え方を以下に示した。

①残された良好な自然の保全を優先的に行う

　失われた自然を完全に取り戻すことは困難であるため、現在残されている自然林や比較的

良好な二次林を保全することを第一に考える。

②自然の力にゆだねる方法を優先し、自然が自らの力で維持する状態を目指す

　再生手法を決定する際には、なるべく手を加えない手法を優先する。手をかける必要があ

る場合にも、再生の初期のみに留め、最終的には自律的に自然が維持される状態となるよう

にする。

③科学的な検証を行いながら実施し、順応的な管理によって計画を柔軟に見直す

　自然林の再生には長時間を要するため、試験的な施工を行ないながら進めていく。計画は、

途中段階での結果を検証しながら、もっともよい結果が得られるように柔軟に見直していく。

④急激な環境の変化を生じないように進める

　 現在の森林環境を一時的に消失させたり、土砂を沢や湿原に流出させたりすることは、

自然環境に不可逆的な変化をもたらす危険性があるため、回避するように手法を選択する。

⑤遺伝的かく乱の防止に配慮し、地域産の種苗を用いる

　再生手法として植栽や播種を用いる場合には、目標に合った樹種を選定し、事業実施地区

あるいはその周辺で採集した種子、それを育苗した苗を用いる。

（2） 再生の目標と評価

①目標の設定とリファレンスサイト

　長期的には樹木個体の再生のみではなく、事業実施地区を達古武地域本来の森林生態系に

再生することを目標とする。その際、目標とする森林の構造や種組成は、現状で本来の姿に

もっとも近いと思われる達古武川上流部の落葉広葉樹林を参考とする。ここに、再生の過程

と比較するためのリファレンスサイト（目標地区）を設置する（図 3-16）。リファレンスサ

イトは、林齢が 70～ 90年で、ミズナラ･ダケカンバ・イタヤカエデなどが優占する林分で

図 3-16. リファレンスサイトの位置

（作成中）
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図 3-17. リファレンスサイト （目標となる森林） のヒストグラムと主な林分属性

ある（表 3-1、図 3-17）。

　事業実施地区の自然林再生を達成することにより、達古武地域における湿原･湖沼周辺の

非自然林を約 10％減少させることができる（図 3-18）。

　　　　　　　　　　　　

図 3-18. 事業実施地区の自然林再生による非自然林の変化

（作成中）

（作成中）
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②再生過程の評価

　最終的な目標の達成までには数十年の時間を要するため、再生過程の途中段階の姿につい

ても、目標と照らし合わせて想定しておく必要がある。図 3-18 に予想される過程を示した。

　目標は広葉樹林であり、現存するカラマツは全て消失させることになるが、直ちにカラマ

ツを除去することは森林環境に急激な変化を与えることになる。そのため、広葉樹の稚樹が

成長し樹冠層に達するのを待って、徐々に林冠木を広葉樹に交代させていくものとする。そ

の際に、カラマツの除去には人為的な伐採と自然枯死、稚樹の成長には人為的な植栽と自然

定着が考えられるが、いずれも受動的な手法として自然にゆだねることを優先しつつ、必要

に応じて人為的な手法を採用することとする。

図 3-18. 森林再生の過程の考え方 （概念図）
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（3） 事業計画図

　自然再生を実施する地区とその周辺における事業展開について図3-19に概略的に示した。

この図には自然林再生に関わるものに加えて、土砂流出防止や環境学習に関わるものも含め

て、以下の項目について示している。

　①自然林の再生  ②森林の保全･種子の確保

　③試験施工の実施  ④モニタリング調査

　⑤種苗の育成  ⑥土砂流出の防止

　⑦自然学習  ⑧自然学習のベース

図 3-19. 事業計画図



40

達古武地域自然再生実施計画

（4） 試験施工の実施と評価

①目的

　自然林再生の出発点となる広葉樹の稚樹の発生と成長に関しては、それを阻害する要因（サ

サの被覆・エゾシカによる被食等）を効果的に取り除く手法を用いて再生を進める。ただ

し、もっとも効果的な手法は各エリアの条件によって異なるため、各手法について試験施工

によって検証し、その結果を順応的に適用しながら全域の再生を進めることとする。試験は

母樹からの距離がさまざまな試験区を設定して、稚樹の成長段階ごとに実施する。

②試験の概要

　試験は、稚樹の成長段階に合わせて三種類設定し、各成長段階における阻害要因について

影響が比較できるようにした（図 3-20）。

○試験Ⅰ ... 実生から樹高 50cmまでの初期段階における阻害要因の試験

　　ササを除去する地表処理とエゾシカを除去する防鹿柵の効果について検証

○試験Ⅱ ... 樹高 50cmから 150cmまでの後期段階における阻害要因の試験

　　ササの被圧を脱した後の、エゾシカを除去する防鹿柵の効果について検証

○試験Ⅲ ... 樹高 150cm以上の幼木段階における阻害要因の試験

　　エゾシカによる被食を受けなくなった後の、カラマツの間伐の効果について検証

図 3-20. 試験結果の予測と再生手法選択のフロー　

（作成中）
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③試験区の設定

　試験区は図 3-21 の場所に 3つの試験区を隣接させて、2004 年 8月および 2005 年 6月

に設定した（図 3-22）。試験Ⅰの試験区の面積はそれぞれ 1400 ～ 2100 ㎡の 5区で、計

9800 ㎡を設定した。試験Ⅱと試験Ⅲは兼用の試験区を 3区、合計 4600 ㎡を設定した。

図 3-21. 試験区の位置

図 3-22. 試験区の配置図

（作成中）
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②試験Ⅰの設定内容

　図 3-23 のように、４つの地表処理（刈り払い、地がき、かき起こし、夏期間伐による地

表攪乱）と防鹿柵の設置を組み合わせ、母樹林からの距離別に発生する稚樹量を検証できる

ようにした。

　地表処理は処理幅 5.0 ｍ、無処理幅 5.0 ｍ（対照区）とした、夏間伐は本数伐採率 20％

で実施した。ササの刈り払いについては、二度刈りの効果を見るため、翌年（2005 年 8月）

に各区の半分のエリアについて実施した。

　防鹿柵は、高さ 2mの網をカラマツの立木を活用して、母樹林も含めて対象区全体を囲っ

た。

図 3-23. 試験Ⅰの試験内容の概略図と写真

③試験Ⅱ・Ⅲの設定内容

　試験Ⅱ・Ⅲでは、成長の比較をしやすくするために植栽苗を用いることとした。植栽苗

は地域内産の苗木を用いることとし、材料が確保できるミズナラとアオダモを予定する（図

3-24）。試験は植栽木の成長に合わせて実施し、2～ 3年目に試験Ⅱ、3～ 4年目に試験Ⅲ

を行なう。

　試験Ⅱでは、試験Ⅰと同様の防鹿柵を設置し、約半分の面積を囲い区とした。試験Ⅲにお

ける間伐率は、実施後の林内照度が 40～ 50%と 50～ 60%になることを想定して、32%（中

間伐区）と 45%（高間伐区）とした。

（作成中）
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④試験施工結果の評価

　図 3-26 に試験結果の評価スケジュールを示した。各試験について基本的に３年ずつの検

証期間を置き、試験Ⅰは 2005 ～ 2007 年、試験Ⅱは 2006 ～ 2008 年、試験Ⅲは 2008 ～

2010 年の間に追跡調査を実施する。それぞれの試験の評価は以下のように行う。

・試験Ⅰ

　2005 年以降に、初夏に樹木の実生の出現状況について、秋に稚樹の定着密度について調

査を行い、3年後の定着密度をもとに評価を行なう。試験Ⅰの結果と、それに基づく判断の

方法を図 3-25 に例示した。

・試験Ⅱ

　冬季のシカによる被食を受けた後の 2006 年秋季から計測を始める。データは秋季に一回

の採取とする。被食によってどの程度成長が遅れるのかを推定して評価を行う。

図 3-24. 試験Ⅱ ・ Ⅲの試験内容の概略図と写真

（作成中）
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・試験Ⅲ

　植栽木が幼木段階に達することが期待される 2008 年以降に調査を実施する。データは秋

季に一回の採取とする。間伐による成長量の増加量を用いて評価を行なう。

図 3-25. 試験Ⅰの結果に基づく評価方法

（作成中）
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図 3-26. 試験結果の評価スケジュール

（作成中）
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（5） 試験施工後の事業内容

①試験結果を基にした事業計画の作成の考え方

　最適な再生手法は事業実施地区の地点ごとに異なるため、試験結果をベースマップに適用

し、メッシュごとに最適な手法を決定する。ただし、全ての試験結果が出揃うには 6年間

を要するが、試験Ⅰの結果が出た段階で地表処理方法の選定は可能であることから、試験結

果の出る３年後から本格的に事業を展開する。

　ここでは、試験結果に基づいた計画図と再生スケジュールの作成の流れについて考え方を

示す。事業実施地区のメッシュは、母樹からの距離と斜面方位の組み合わせによって 20の

パターンに分けることができる（図 3-27）。それぞれのパターンについて、試験結果を元に

最適な手法を決定し、それをベースマップに適用することによって、各再生手法の空間分布、

実施面積を求めることができる。さらに実際の施工を考慮した計画図として修正を行なって

事業計画を作成する。図 3-28 に例を用いて、その流れを具体的に示した。

図 3-27. 再生手法検討のためのベースマップ
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　図 3-28. 試験結果の適用例

（作成中）
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②試験後に適用する再生手法

　以下に自然林再生のために適用する手法を列記する。これらは一律に実施するものではな

く、組み合わせて使用したり、場所によって異なる手法を選択したりするものであり、場合

によっては使用しない可能性もある。その判断は（4）の試験施工の結果を踏まえて行う。

○良好な森林の保全

　現存する自然林は母樹林として位置づけて保全する（図 3-29）。エゾシカによる被食の影

響が大きい樹種に関しては防鹿網の設置などの対策を実施する。

　図 3-29. 保全対象となる現存自然林 ・ 二次林

○ササ類の除去

　ササ刈り・地かき・かきおこしなどの手法によってササ類を一時的に除去して稚樹の侵入

を促す（図 3-30）。手法については前述の試験施工の結果に基づいて、場所ごとに最適な手

法で実施する。

（作成中）



49

第３章 自然林再生地区における事業実施計画

図 3-30. 地表処理の種類

○動物による被食の影響の除去

　対策は、既存文献やこれまでのNPO法人トラストサルン釧路との協働事業により得られ

た成果に基づいて決定する。防鹿柵で対象範囲を囲む方法を基本とする（図 3-31）。

図 3-31. 防鹿柵設置の模式図

○間伐による開空率の調整

　カラマツを間伐することにより、開空率を高めて、広葉樹稚樹の成長の促進とカラマツと

の交代を図る。後述の試験施工の結果に基づいて実施の必要性や間伐率について検討する。

○播種･植栽による稚樹の供給

　自然散布のみでは稚樹の定着が困難な場所では、人為的に稚樹を供給することが考えられ

る。その場合、定着成功率を考慮して 1～ 3年育苗した苗の植栽を基本とする。植栽する

樹種は、目標に適合した種としてミズナラ・ダケカンバ・イタヤカエデなどから選定する。

（作成中）

（作成中）
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③モニタリングと評価の方法

　森林の再生にあたっては、長期的な視点で再生が達成されてきているのかどうか評価して

いく必要がある。ここではこれまでの検討結果を踏まえて、樹木および森林性の動物を指標

として用いる。

○樹木について

　自然林化を直接的に評価するために、広葉樹稚樹密度を定期的に計測する。

○指標種について

　これまでに調査結果に基づき、事業の結果を数値で客観的に比較できる指標として、森林

性哺乳類・鳥類・昆虫類の特定の種を用いる（図 3-32）。

　昆虫類では、森林性 4種（ヒメクロオサムシ・エゾクロナガオサムシ・セダカオサムシ・

エゾマルガタゴミムシ）を用いた指標を用いる。

　森林性ほ乳類では、森林性のヒメネズミやアカネズミの密度を用いる。

　鳥類では、キツツキ類やカラ類などの樹洞性の鳥類の繁殖密度を用いる。

図 3-32. 対象林分、 他のカラマツ林、 自然林の指標値の比較

（作成中）
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○調査方法等について

　モニタリング間隔については、１～２年間では指標値に大きな変化が生じないと考えられ

るため、調査コストを勘案して、事業開始から５年間隔で実施する。但し、どの生物群につ

いても森林環境の再生以外の要因によるによる個体数の年変動があると考えられるため（特

に野ネズミでは大きな年変動が知られている）、評価に当たりこれらの要因を排除する必要

があることから、評価年次の前後についても調査を実施し、３年分の調査結果から適切な評

価を行う（図 3-33）。

図 3-33　指標値のデータ収集イメージ

○評価方法について

　第 1回のモニタリング結果（初期値）との比較を行い、増加量を再生量として評価する。

また、同時期にリファレンスサイトでの調査を実施し、その値に対する比率を再生率として

評価を行う。それらの数値が前回のモニタリング調査結果より悪化した場合には、手法の再

検討を行い、結果が良好あるいは維持されている場合には、引き続き採用している手法を継

続する。

　なお、事業実施地区とリファレンスサイトでの指標の初期値は、表 3-4 に示した通りであ

る。

表 3-4　. 各指標値の初期値 （2004 年調査）

（作成中）

（作成中）
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（6） 諸施設の整備

　自然林の再生にあたっては、母樹からの種子散布量が不足する場所では植栽が必要となる。

そのため、継続的な地元産苗木の供給に関する育苗計画とそれに基づく圃場の整備が必要で

ある。特に地元産苗木の育苗においては、対象樹種の結実の豊凶、発芽率、育苗年数等を見

越した長期的計画が重要である。多くの樹種において育苗には 2～ 3年を要し、凶作で種

子がほとんど採集できない年の存在を考慮すると、苗が必要となる年の 3～ 5年前から育

苗の準備を進めなければならない。したがって定着に関する試験の成果が得られる 3年後

に供給することを考えて準備を進める必要がある。

　植栽面積とそれに必要な苗の量は、試験結果によって異なってくるが、ここでは現在まで

の調査結果からもっとも予想される結果となった場合を想定し、主要樹種であるミズナラに

ついての育苗計画を図 3-34 に示した。

図 3-34. 試験結果の想定に基づくミズナラの育苗計画

（作成中）
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図 3-35. 圃場の計画平面図

　またこの育苗計画の数量を元にした圃場計画について図 3-35 に示した。ミズナラに他の

種も含めた苗畑の必要面積は、約 5,300 ㎡として設計を行っている。

　圃場は、その設置に伴う環境の改変を最小限にするために、事業実施地区内の採草地とし

て利用されていた場所に整備する。この場所は両側を広葉樹林に囲まれ、種子の採集が容易

にできるほか、植栽地であるカラマツ林への運搬も比較的容易である。また、オートキャン

プ場に隣接するため、育苗や植栽をワークキャンプとして実施することも可能である。

　圃場内の付帯施設としては、播種した育苗箱を管理するためのビニールハウス 1棟と、簡

易的な散水施設を設置する。
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3-4 土砂流出防止の事業計画

（1） 基本的な考え方

　ここでは、事業実施地区内における土砂流出防止策についての事業計画を示す。計画にあ

たっては、第 2章および第 3章 3-3（1）にあげたように釧路湿原自然再生全体構想におけ

る原則・基本方針に沿って事業を進めていく。ただし、土砂の流出対策は急を要することが

多いため、問題が発生する箇所の対策は、速やかに実施するものとする。

（2） 再生の目標

　過去の造林事業などにより生じた人為的な土砂流出箇所を把握し、土砂の移動・流出を抑

制をすることにより、達古武沼および周辺湿原へ流入する土砂量を減少させる。

（3） 事業計画図

　土砂流出防止策を実施する箇所および、その結果をモニタリングする場所を図 3-36 に示

した。作業道や沢周辺の斜面の崩壊と土砂の露出が顕著な 12箇所については優先的に防止

策を実施する。その他の場所についても、順次対策を検討していく。

　モニタリングは土砂が流入する可能性のある 3つの小河川の下流部において実施する。

図 3-36. 土砂流出防止事業計画図

（作成中）
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（4） 適用する再生手法と諸施設の整備

　未利用作業道の廃止を含めた、作業道からの土砂流出の防止策を実施する。その際、対策

の手法は、既存文献やこれまでのNPO法人トラストサルン釧路との協働事業により得られ

た成果を参考に決定する。

　施工にあたっては、丸太やムシロなどの自然素材を用い、周辺への影響が小さい工法を用

いるようにする（図 3-37）。また、緊急性が低く、市民による修復が可能な場所においては、

市民参加型での実施が可能な手法を採用する。具体的には、カラマツの下枝を用いて作成し

た粗朶をのり面の土砂止めとして用いる手法などである。

図 3-37. 丸太柵工 ・ 植生マットによる防止策と、 市民参加による実施が可能な簡易防止策

（5） モニタリングと評価の方法

　施工の効果を把握するために、事業実施地区から流出する河川の末端部において土砂の流

出量を把握する。末端部の河道内の土砂堆積量を流出量とみなし、土砂トラップ・土砂受け

枡を用いて通年での流出量を推定する。その流出量が一定以下に抑えられていることを確認

し、大きな増加が見られた場合には、原因を究明し、新たな対策を講じて抑制を図る。

（作成中）
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3-5  環境学習の事業計画

（1） 基本的な考え方

　ここでは、事業実施地区内における各種の再生の取り組みや調査の場を活用した環境学習

についての計画を示す。この計画においても、釧路湿原自然再生全体構想における原則・基

本方針に留意する。

　自然再生事業においては、事業が同時に環境教育の場となることの重要性が謳われている。

これは自然再生の担い手として、市民の育成が重要であるとの認識からきている。しかし、

釧路湿原の自然再生事業では、環境教育実践の場として機能している事業はまだあまり多く

ない。現状では学術的な調査研究や試験施工が先行しているのが実情で、環境教育実践は自

然観察会などにとどまっている。

　事業実施地区では、自然林再生や土砂流出防止の取り組みや、それにともなうモニタリン

グ調査などが継続的に実施される。これらは、一般市民が自然再生の現場にふれる機会とし

て適しており、自然再生の意義や難しさを考える体験学習の場としても優れている。また、

自然再生の過程を追跡するモニタリング調査などでは、今後市民が主体的に取り組んでいく

場面も多くなると予想される。調査の手法を学ぶ機会をつくり、自然再生や検証調査に関心

を持つ市民を発掘・育成していくことは、調査に取り組む市民の育成のためにも重要である。

（2） 環境学習プログラムの検討

　環境学習はそもそも実体験を重視する教育プログラムであるが、本計画においてはより実

践型・体験型となることを基本とし、実際に地域の自然の中で自然のしくみを学び、再生の

取り組みに携わることでその効果や意義について学ぶことができるものを目指す。また、そ

のような形で得られる知識や体験が、事業実施地区あるいは釧路湿原の他の地域における自

然の保全・再生に結びつくものになるようにする。

①調査体験型のプログラム

　自然環境調査は専門性が高く、一般市民のみで取り組むことには障害が多いが、専門家が

指導し、調査内容もパッケージ化してマニュアルを作成することで、調査の補助作業を学習

プログラムとすることが可能である。自然についてより深く知り、再生の評価を自身の手で

行うことができるため、学習効果が期待できる。具体的なプログラムとしては、以下の調査

が考えられる。

○モニタリング調査（指標調査）

　指標調査は、目的が明確であることや対象とする動植物がバラエティに富んでいることか

らプログラムに向いている。対象生物としては、小型哺乳類・歩行性昆虫・鳥類・水生昆虫

など、物理化学的なものとしては水質・土砂量・土壌成分などが挙げられる。

○試験地の追跡調査

　試験地や過去に調査を実施した場所で稚樹や実生の発生量･成長量を測定する。過去との
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比較により、森林の成長の様子や再生の効果を実体験できる。

○森林の毎木調査・種子散布調査

　母樹林や目標林分の樹木の構成や、母樹林から散布される種子の飛距離や量を調べること

によって、再生の目標となる森林の姿や、再生の出発点となる種子について学ぶことができ

る。

○そのほかの調査

　直接再生事業とかかわりがなくても、植物相や動物相の把握・林床植物の個体群調査・訪

花昆虫調査などは、地域の自然について深く理解するために有効である。

②作業体験型のプログラム

　再生の取り組みをテーマとしたプログラムは、実際に再生に携わることで参加意識を高め、

実践的な知識を得る場として効果的である。しかし、取り組みの中には、機械使用で実施す

ることが効果的なものや、一般市民が作業に参加することに安全性上の問題があるものもあ

るため、プログラムの選定は慎重に行う必要がある。具体的なプログラムとしては、以下の

ような取り組みが考えられる。

○ササ類の除去作業

　手作業でササを刈り取って稚樹の更新を促進させる作業で、作業しやすい場所を選定すれ

ば、プログラムとして有効である。

○被食からの保護作業

　母樹林などを被食から保護するための作業で、広範囲に防鹿柵を設置するのは一般市民で

は困難であるが、樹木個体 1本ごとに網を巻き付けるなどの作業はプログラムとして有効

である。個人個人の成果が持続的に維持されるので、意欲を引き出しやすい作業である。

○種子の採集

　自生樹種の種子の採集は手作業が多く、一年に何回も発生する作業のため、プログラムと

して適している。
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○育苗

　種子や苗を自宅や学校などに持ち帰って育て、苗畑や自然林再生地に戻す作業である。持

ち帰ってから家族やクラス内で共同作業を継続的に行うことなどによって、より再生への参

加意識を得やすいプログラムである。

○植栽

　育苗した苗木を自然林再生地に植栽する作業で、実施時期が限られるが、正確な作業を指

導することにより、プログラムとして有効である。

○土砂流出対策

　3-4（4）に示したような市民参加可能な「粗朶づくり」などの作業はプログラムとして

適している。

（3） 諸施設の整備

　環境学習に関する施設の整備に当たっては、既存施設の活用を優先しながら検討を進める

こととする。また、３－３（６）で示したように、地区内の採草地跡に整備する苗畑・育苗

施設も、これらの施設と連携する形で環境学習を展開する。

図 3-39. 環境学習施設の位置

（作成中）
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3-6 各事業計画の実施スケジュール

　自然林再生、土砂流出対策、環境学習それぞれの実施スケジュールを図 3-40 に示した。

図 3-40. 事業の実施スケジュール

（作成中）
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第４章　実施に当たって配慮すべき事項 

4-1  情報の公開と市民参加

　本計画の実施にあたっては、情報の公開と説明を十分に行い、透明性を保つようにする。

また、地域住民をはじめとするさまざまな人々の意見を取り入れ、必要に応じて計画を見直

し、合意を得ながら進める。

4-2  他の取り組みとの関係

（１） 達古武地域内での連携

　自然再生事業に限らず自然環境に配慮した取り組みは、地方自治体、ＮＰＯや製紙会社な

ど民間企業においても実施されている。地域内において活動を行なっている諸組織とも連携

をして実施する。

（２） 釧路湿原流域全体との関係

　他地区において行なわれる予定の森林再生の取り組みとの連携を保ち、流域の森林の再生

に効果的に貢献できるように努める。

4-3  計画の見直し

　本計画は、実施者が必要に応じて見直しを実施する。


	� {,�1zà0�[�e½•�0nTyðSÊ0s[�e½•�0n\^0Y0‰ST‰pOˆ
	� �1�-�1[�e½•�0nTyð
	� �1�-�2[�e½•�0n\^0Y0‰ST‰pOˆ

	� {,�2zà0�[þ„aS:Wß0nsþlÁ0h†êq6Q“u˜0kŁ¢0Y0‰−²ŸL
	� �2�-�1� ’TSäkfW0Wß0nOM�n
	� �2�-�2� ’TSäkfW0Wß0n†êq6t°X…0ni‡›†
	� �2�-�3� ’TSäkfW0Wß0ny>Oˆt°X…0ni‡›†
	� ÿ��1ÿ	ktSò0ni‡›†
	� ÿ�ÿ�ÿ	NºSã0hu#im
	� ÿ�ÿ�ÿ	W˜W0b@g	r¶lÁ

	� �2�-�4� � ’TSäkfW0Wß0n†êq6t°X…0n−²ŸL0hQ“u˜0ne¹T�`'
	� ÿ��1ÿ	hîgŠ0nsþlÁ0h−²ŸL
	� ÿ��2ÿ	n�S�0ûnVl¼0x0nW˜x�mAQe0nsþlÁ0h−²ŸL
	� ÿ��3ÿ	n�S�0nsþlÁ0h−²ŸL
	� ÿ��4ÿ	’TSäkfl¼0nl4t°X…0nsþlÁ0h−²ŸL
	� ÿ��5ÿ	l³]Ýt°X…0nsþlÁ0h−²ŸL
	� ÿ��6ÿ	†êq60nR)u(0ht°X…eY•²0nsþlÁ0h−²ŸL


	� {,ÿ�zà0�†êq6gŠQ“u˜W0S:0k0J0Q0‰N‰im[�e½−�u;�	
	� �3�-�1� N‰im[�e½W0S:0k0J0Q0‰Q“u˜0nvîv—0h•Ìfo
	� �3�-�2� N‰im[�e½W0S:0nsþr¶0h−²ŸL
	� ÿ��1ÿ	[�e½W0S:0nOM�n0hi‡›†
	� ÿ��2ÿ	[�e½W0S:0nktSò0hu#im0h0nŁ¢0‘0−
	� ÿ��3ÿ	hîgŠt°X…0nsþr¶
	� ÿ��4ÿ	†ê_‰v—0j†êq6gŠQ“u˜0nSï•ý`'0h−²ŸL
	� ÿ��5ÿ	eâ[XO\im’S0K0›0nW˜x�mAQú0nsþr¶0h−²ŸL
	� ÿ��6ÿ	t°X…[f�Ò0nsþr¶0h−²ŸL

	� �3�-�3� †êq6gŠQ“u˜0nN‰im−�u;
	� ÿ��1ÿ	Wúg,v—0j•�0He¹
	� ÿ��2ÿ	Q“u˜0nvîjˇ0h−UO¡
	� ÿ��3ÿ	N‰im−�u;Vó
	� ÿ��4ÿ	−fı�e½]å0n[�e½0h−UO¡
	� ÿ��5ÿ	−fı�e½]å_„0nN‰imQ–[¹
	� ÿ��6ÿ	−øe½−-0netPŽ

	� �3�-�4� W˜x�mAQúŒ2kb0nN‰im−�u;
	� ÿ��1ÿ	Wúg,v—0j•�0He¹
	� ÿ��2ÿ	Q“u˜0nvîjˇ
	� ÿ��3ÿ	N‰im−�u;Vó
	� ÿ��4ÿ	’iu(0Y0‰Q“u˜bKlÕ0h−øe½−-0netPŽ
	� ÿ��5ÿ	0â0Ë0¿0ê0ó0°0h−UO¡0ne¹lÕ

	� �3�-�5� � t°X…[f�Ò0nN‰im−�u;
	� ÿ��1ÿ	Wúg,v—0j•�0He¹
	� ÿ��2ÿ	t°X…[f�Ò0×0í0°0é0à0ni˝−�
	� ÿ��3ÿ	−øe½−-0netPŽ

	� �3�-�6� T�N‰im−�u;0n[�e½0¹0±0¸0å0ü0ë

	� {,ÿ�zà0�[�e½0k_S0_0c0f‚Man0Y0y0MN‰Ÿ��	
	� �4�-�1� � `ÅX10nQlŁ‰0h^�l�SÂR€
	� �4�-�2� � NÖ0nSÖ0−}D0�0h0nŁ¢OÂ
	� ÿ�ÿ�ÿ	’TSäkfW0WßQ–0g0n’#d:
	� ÿ�ÿ�ÿ	‚ç“ïn�S�mAWßQhOS0h0nŁ¢OÂ

	� �4�-�3� � −�u;0n›‰vô0W




